
令和６・７・８年度の海南市病院事業物品・役務提供受注資格者の登録について 

 

海南市病院事業（海南医療センター）の物品及び役務提供（物品リース・各種委託業務等）における入札等の

指名を受けるには登録が必要になります。令和６・７・８年度中の登録を希望される方は、期限までに必要書類を 

ご提出ください。なお、現在登録中の方におかれましても、当該年度の登録を希望する場合は、改めて提出が必

要になりますのでご注意ください。 

※海南市に登録されている方も別途登録が必要になります。 

 

１．申請資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により入札に参加させないこととされている者でないこと。 

（３）申請日を基準として同種の営業を引き続き２年以上営んでいる者であること（組織変更、合併等の事情に 

より同様と認められる者も含む）。 

（４）市区町村税を完納していること。 

（５）消費税及び地方消費税かつ法人にあっては法人税、個人にあっては所得税を完納していること。 

（６）営業許可や認可等を必要とするものについては当該許可等を有する者であること。 

（７）海南市暴力団排除条例（平成２３年海南市条例第１４号）第 6条第 1号に規定する「暴力団関係者等」で 

ない者。 

 

２．提出期間 

令和５年１２月４日（月）から令和５年１２月２２日（金）正午まで 

 

３．提出方法 

郵送又は持参 

（郵送の場合）提出期間内に到着したもののみ有効（最終日は正午まで必着） 

（持参の場合）提出期間中、土日を除く午前９時から午後５時まで（最終日は正午まで） 

 

４．提出書類 

別紙「提出書類一覧表」参照   

※ 提出書類に不備がある場合、登録できませんのでご注意ください。 

 

５．登録資格の有効期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

６．その他 

本申請に基づき資格を有すると認めた場合、海南医療センターの物品・役務提供受注資格者登録名簿に 

登録しますが、登録されても必ず受注できるということではありません。 

なお、登録後に提出書類等の内容に変更があった場合は、当院指定の様式（当院公式ホームページから 

ダウンロード可）にて速やかに提出してください。 

 

７．提出場所及び問い合わせ先 

海南医療センター 事務局 総務管理室 

電話０７３－４８２－４５２１ 



提出書類一覧表 

№ 書類の名称 法人 個人 内容説明 

１ 送付書類チェックシート ○ ○ 指定用紙 ※提出書類にクリップ等で添付 

２ 物品・役務提供受注資格者登録申請書 ○ ○ 指定用紙（様式１） 

３ 経営事項調査書 ○ ○ 指定用紙（様式２） 

４ 誓約書 ○ ○ 指定用紙（様式３） 

５ 身分証明書  ○ 証明元：市区町村役場 

６ 登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ○  証明元：法務局 

７ 印鑑証明書 ○ ○ 
証明元：法務局（法人） 

：市区町村役場（個人） 

８ 

納
税
証
明
書
（国
税
） 

(1) 消費税及び地方消費税 ○ ○ 法人：その３の３様式 

個人：その３の２様式 

（電子納税証明書の場合は、情報磁気媒体

（CD-R等）で提出してください。） 

証明元：税務署 

(2) 法人税 ○  

(3) 所得税  ○ 

９ 

納
税
証
明
書
（地
方
税
） 

(1) 法人市民税 ○  
直近過去２年分の証明書もしくは完納証明書（未

納がない旨の証明書） 

委任先がある場合は本社及び委任先両方の証明

書が必要 

証明元：代表者の本籍地の市区町村役場 

 

【地方税のいずれかで、税の徴収猶予、課税なしの場合】 

その旨の証明書もしくは誓約書（様式４）を提出 

(2) 個人市民税  ○ 

(3) 固定資産税 ○ ○ 

(4) 軽自動車税 ○ ○ 

10 営業認可証等の写し ○ ○ 
営業するうえで法令上必要な場合は、写しを提出

してください。 

11 
官製はがき（表裏に何も記入していないも

の） 
○ ○ 有資格者決定通知用として使用 

※ №５～９については、申請日から３ヶ月以内に発行された最新の内容のものを添付してください。 

※ №10については、営業するうえで必要な方のみ添付してください。 

※ №５～10については、写し可です。 

 

＜記載時の注意点＞ 

① 手書きで記入する場合、黒色のペン・ボールペンを使用のうえ、楷書で丁寧に記入してください。 

なお、誤って記入した場合は、実印による訂正印で訂正してください。（修正液等による修正は不可） 

② 印鑑・ゴム印等は鮮明に押印してください。 

③ 提出書類一式は、送付書類チェックシートを除き、上記の順番のとおりにホチキス止め又はひも綴りして 

送付書類チェックシートをクリップ止めして提出してください。 

④ 各様式の日付については、提出期間内の日付（令和５年 12月 4日～22日）を記載してください。 

 

 


